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今月は所得税の源泉徴収事務について、給与に係る源泉徴収と給与以外の支払いに係る源泉徴収について解説をいたします。
今回は給与の支払いに係る源泉徴収事務について解説をいたします。

タイにおける源泉徴収制度は、日本と同様に、その所
得の支払者に対して、当該所得の支払について所得
税を徴収し、それを国に納付する義務を課している。

源泉所得税の徴収漏れが生じた場合においては、そ
の徴収義務者に対して罰則が適用される。

日本の所得税法においては、源泉徴収制度に基づい
て各種所得の支払いの際に、当該所得の支払者に対
して、その支払の際に、その所得について所得税を徴
収し、これを国に納付することとしている。

項 目項 目 日 本日 本タ イタ イ

源泉徴収制度の概要

タイにおける従業員の給与所得に対する所得税の源
泉徴収は、次の方法によって算定した金額を、毎月の
給与の支払いの際に徴収し、国に納付することとなる。

1. その年に支払われる給与等の合計（見込金額）
2. 各種所得控除の金額
3. 1‐2= 課税される所得
4. 3. に対する年間所得税額
5. 各月の徴収税額 = 4÷12か月

タイにおいては、あらかじめ年間の税額を算定し、そ
れを12で除して（給与の支払いは毎月月末1回支払い、

その年を通じて、その企業に勤務することを前提）算
出された金額を毎月徴収することとなる。

日本における給与所得に対する源泉徴収税額の算定
方法は、タイの場合にと異なり、毎月の課税される給
与の総額から社会保険料を控除した金額を基礎として、
当該金額を給与所得の源泉徴収税額表に当てはめ、
扶養親族等の人数に応じて、定められた税額により徴
収することとなる。

また日本においては、所定の要件のもとに、その給与
の支払者に対して、その年の最後に給与等の支払す
る際において、その者のその年における給与所得に
対する所得税額を算定し、その金額と各月において徴
収、納付した所得税の合計額を比較し、その過不足額
を納付または還付しなければならないこととされている。
これを年末調整制度という。

給与所得に係る源泉徴収

給与支払者が徴収した毎月の給与計算に基づく源泉
所得税は、その月の翌月7日までに国に納めなければ
ならない。
さらに1暦年が終了したら、その年の翌年2月15日まで

に従業員に対して源泉徴収票を発行しなければならな
い。また2月末日までに歳入法に規定する書式により、

給与の支払者は、給与の支給に係る年次報告書を提
出しなければならない。

給与所得の支払者は、毎月の給与計算が終了し、所
得税を徴収したら、原則として、徴収した所得税はそ
の徴収した日の属する月の翌月10日までに国に納付
しなければならない。

さらに給与の支払者は年末調整の計算を行い年末調
整が終了したら従業員に対して源泉徴収票を発行す
るとともに、関係各所に対して源泉徴収票、給与支払
報告書等の書類を提出しなければならない。

徴収後の事務

1. 源泉徴収票の不発行：2,000バーツ以下の罰金
2. 源泉所得税の不納付：1ヵ月あたり1.5％（最高で本
税と同額まで）

1. 源泉所得税の不納付：本税の10％（自主納付の場
合、5％） 2. 延滞税：年利14.6％（本来の納期限か
ら最初の2か月間は、7.3％）

罰則



本文は現行のタイ、日本における税法について確認はしておりますが、あくまでも筆者の意見を取りまとめたものにすぎません。従
いまして個別、具体的な判断を行う場合には、貴社顧問の専門家にご相談してください。
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